
区 　 　 　 　 分

12,523
3,543

16,066

12,523
　　 －
12,523

18,617
3,543

22,160

18,617
　　 －
18,617

貸借対照表計上額 時価 貸借対照表計上額 時価
2020年度 2021年度

（単位：百万円）単 体

（注）1. 貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいています。
2.  上場株式等には、不動産投資信託（REIT）及び上場優先出資証券を含めて記載しています。
3. 非上場株式等には、信金中央金庫及びその他の出資金等を含めて記載しています。

合　　計

上 場 株 式 等
非 上 場 株 式 等

区 　 　 　 　 分

12,523
3,393

15,916

12,523
　　 －
12,523

18,617
3,393

22,010

18,617
　　 －
18,617

連結貸借対照表計上額 時価 連結貸借対照表計上額 時価
2020年度 2021年度

（単位：百万円）連 結

合　　計

上 場 株 式 等
非 上 場 株 式 等

■ 金利リスクに関する事項

イ 貸借対照表計上額及び時価

70,447
　　 －　
　　 －　

69,424
　　 －　
　　 －　

2020年度 2021年度
（単位：百万円）単 体

ルック・スルー方式を適用するエクスポージャー
マンデート方式を適用するエクスポージャー
蓋然性方式（250％）を適用するエクスポージャー

評 価 損 益 2,570 1,534
2020年度 2021年度

（単位：百万円）

単 体 連 結
ハ 貸借対照表で認識され、且つ、損益計算書で
認識されない評価損益の額

評 価 損 益 － －
2020年度 2021年度

（単位：百万円）

単 体 連 結
ニ 貸借対照表及び損益計算書で認識されない
評価損益の額

イ　リスク管理の方針及び手続の概要
（1）リスク管理及び計測の対象とする金利リスクの考え方及び範囲
　に関する説明

　〈にっしん〉では、金利リスクについて市場リスクの一つとして管
理しています。金利リスクとは、「市場金利の変動により、金融資
産・負債の価値が変動し損失を被るリスクや、金融資産・負債から
生み出される収益が変動し損失を被るリスク」をいいます。また、
金利リスクのうち、銀行勘定の金利リスク（※）については、個別の
管理指標の設定やモニタリング体制の整備などにより管理に努め
ています。
※銀行勘定の金利リスクとは、市場リスクのうち、トレーディング
　取引等を除くすべての金利感応資産・負債、オフバランス取引に
　係る金利リスクをいいます。

（2）リスク管理及びリスク削減の方針に関する説明並びにリスクの計測頻度
　〈にっしん〉では、リスクごとに自己資本を配賦し、取り得るリスク量の許
容範囲を明確にしており、金利リスクは市場リスクの一つとして自己資本
が配賦されています。また、評価損益額、金利リスク枠等に限度を設定
しています。
　損失額や金利リスク量を毎営業日に計測して一定の範囲に抑えるよう
に管理を行っております。また、月末を基準日として銀行勘定の金利リス
クを含む市場リスクを計測し、毎月の市場リスク量全体の評価を行うとと
もに、市場リスク管理部会に報告しています。

（3）ヘッジ等金利リスクの削減手法（ヘッジ手段の会計上の取扱いを含む）
　に関する説明

　〈にっしん〉では、特定のリスクを軽減させる目的でヘッジ等は実施して
おらず、ヘッジ会計も行っていません。

ロ　金利リスクの算定方法の概要
（1）開示告示に基づく定量的開示の対象となるΔEVE（注1）及び

ΔNII（注2）並びに〈にっしん〉がこれらに追加して自ら開示を行う金利リス
クに関する事項

（注1）銀行勘定の金利リスクのうち、金利ショックに対する経済的価値の
　減少額として計測されるものであって、開示告示に定められた金利
　ショックにより計算されるものをいいます。

（注2）銀行勘定の金利リスクのうち、金利ショックに対する算出基準日か
　ら12ヶ月を経過する日までの間の金利収益の減少額として計測される
　ものであって、開示告示に定められた金利ショックにより計算されるも
　のをいいます。
　①流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期
　　　流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期は1.25年です。
　②流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期
　　　流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期は2.5年です。
　③流動性預金への満期の割当て方法（コア預金モデル等）及びその前提
　　　流動性預金への満期の割当て方法については、金融庁が定める保
　　　守的な前提を採用しています。
　④固定金利貸出の期限前償還や定期預金の期限前解約に関する前提
　　　固定金利貸出の期限前償還及び定期預金の期限前解約について
　　　は、金融庁が定める保守的な前提を採用しています。
　⑤複数の通貨の集計方法及びその前提
　　　〈にっしん〉では銀行勘定の金利リスクの算出にあたり、通貨別に算
　　　出した金利リスクの正値を合算しています。なお、金利リスクの合
　　　算において、通貨間の相関等は考慮していません。
　　　また、重要性の観点より、一部の通貨については金利改定満期に
　　　基づくキャッシュ・フローを他の通貨に集約して、金利リスクを算出
　　　しています。

⑥スプレッドに関する前提（計算にあたって割引金利やキャッシュ・
　　フローに含めるか否か等）
　　割引金利間の相関や割引金利のリスクフリー・レートに対する追随
　　は考慮していません。
⑦内部モデルの使用等、ΔEVEとΔNIIに重大な影響を及ぼすその他の前提
　　内部モデルは、使用していません。
⑧前事業年度末の開示からの変動に関する説明
　　前期末から主に日本国債の保有が197億円減少したことにより、
　　ΔEVEの最大値は1,490百万円減少しました。
⑨計測値の解釈や重要性に関するその他の説明
　　当期の重要性テスト結果は、監督上の基準値である20％を上回って
　　います。ΔEVEの最大値41,464百万円のうち、24,547百万円は
　　日本国債によるものです。

（2）〈にっしん〉が、自己資本の充実度の評価、ストレステスト、リスク管理、収
　益管理、経営上の判断その他の目的で、開示告示に基づく定量的開示の
　対象となるΔEVE及びΔNII以外の金利リスクを計測している場合におけ
　る、当該金利リスクに関する事項

①金利ショックに関する説明
　　ΔEVE及びΔNII以外の金利リスクを計測する場合の金利ショックに
　　ついては、過去の事例や想定シナリオに基づく金利変動としています。
②金利リスク計測の前提及びその意味（特に、開示告示に基づく定量的開
　示の対象となるΔEVE及びΔNIIと大きく異なる点）
　　〈にっしん〉では、債券や預貸金の金利リスクを市場リスクの一つとし
　　てVaR（保有期間１ヵ月、観測期間1年、信頼水準99%）やGPS分析
　　で計測しており、市場リスクとして取り得るリスク量には上限を設定
　　しています。具体的には、有価証券投資などの市場取引や預貸金と

　　　いった商品毎に計測した市場リスク量を、配賦された自己資本の範
　　　囲内に収めることで健全性の確保に努めています。なお、市場取引
　　　については、VaRに基づく市場リスク量の管理に加え、損失限度及
　　　び金利リスク枠を設定し、これらを毎営業日に計測することでリスク
　　　管理に努めています。また、毎月のストレステストの実施にあたり、過
　　　去の事例や想定シナリオに基づく金利変動による影響等を検証する
　　　とともにストレスシナリオ発現時のリカバリープランを検討しています。

■ リスクウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項

売 却 益
売 却 損
償 　 　 却

1,182
788
－

1,103
143
－

2020年度 2021年度
（単位：百万円）

単 体 連 結
ロ 出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額

（注） 損益計算書における損益の額を記載しています。

2020年度 2021年度
（単位：百万円）

蓋然性方式（400％）を適用するエクスポージャー
フォールバック方式（1250％）を適用するエクスポージャー

（注）連結会社の有する金利リスクは僅少であり、重要性の観点から連結後
の銀行勘定の金利リスクは計測していません。

0
583

583

0
396

396

ニ

ヘ
前期末

上方パラレルシフト
下方パラレルシフト
スティープ化
フラット化
短期金利上昇
短期金利低下
最大値

自己資本の額

41,464
0

37,909
0
0

656
41,464

42,954
0

39,119
0
0

642
42,954

（単位：百万円）

単 体 銀行勘定の金利リスク

当期末 前期末 前期末当期末

イ ロ ハ
⊿EVE

ホ
当期末

1
2
3
4
5
6
7

8

項番

41,32543,154

　　 －　
　　 －　

　　 －　
　　 －　

⊿NII

（単位：百万円）

貸出金償却 36 190
2020年度 2021年度

■ 貸倒引当金、貸出金償却

貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 貸出金償却

Ｐ17「一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中
の増減額」を参照ください。

■ 役職員の報酬体系について

■ 退職給付会計について

1．採用している退職給付制度の概要
　職員の退職給付に備えるため昭和41年8月より適格退職年金による
退職給付制度を採用していましたが、平成18年10月より現在の確定
給付企業年金法に基づく退職給付制度に移行しています。
　〈にっしん〉は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年
金制度（総合設立型厚生年金基金）に加入しており、〈にっしん〉の拠
出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、
当該年金制度への拠出額を退職給付費用として処理しています。
　なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の
拠出等に占める〈にっしん〉の割合並びにこれらに関する補足説明は
次のとおりであります。
　①制度全体の積立状況に関する事項（2021年3月31日現在）
　　　年金資産の額　　　　　　　　   1,732,930百万円
　　　年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の
　　　額との合計額 　　　　　　　　　1,817,887百万円
　　　差引額　　　　　　　　　　　　 △84,957百万円

　②制度全体に占める〈にっしん〉の掛金拠出割合
　　（2021年3月31日現在） 0.5588％
　③補足説明

　左記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債
務残高 178,469 百万円及び別途積立金 93,511 百万円であります。
本制度における過去勤務債務の償却方法は期間19年0ヵ月の
元利均等定率償却であり、〈にっしん〉は、当事業年度の財務諸表上、
当該償却に充てられる特別掛金111百万円を費用処理して
います。
　なお、特別掛金の額は、予め定められた掛金率を掛金拠出時の
標準給与の額に乗じることで算定されるため、上記②の割合は

〈にっしん〉の実際の負担割合とは一致しません。

（単位：百万円）

勤 務 費 用
利 息 費 用
期 待 運 用 収 益 
過 去 勤 務 費 用 の 費 用 処 理 額
数 理 計 算 上 の 差 異 の 費 用 処 理 額
会 計 基 準 変 更 時 差 異 の 費 用 処 理 額
その他(臨時に支払った割増退職金等)
退 職 給 付 費 用（ A＋B＋C＋D＋E＋F＋G ）

（A）
（B）
（C）
（D）
（E）
（F）
（G）

125
7

△9
－

△10
－
－

113

129
7

△9
－

△58
－
－

69

2020年度区　　　　　　分 2021年度

3．退職給付費用に関する事項

金　　　　　額

（単位：百万円）

退 職 給 付 債 務
年 金 資 産
前 払 年 金 費 用
未 認 識 過 去 勤 務 費 用
未 認 識 数 理 計 算 上 の 差 異
その他(会計基準変更時差異の未処理額)
退 職 給 付 引 当 金（ A－B－C－D－E－F ）

（A）
（B）
（C）
（D）
（E）
（F）

2,408
2,906
△304

－
△194

－
0

2,326
2,981
△345

－
△309

－
0

2020年度区　　　　　　分 2021年度

2．退職給付債務に関する事項

金　　　　　額

1．対象役員

2．対象職員等

　〈にっしん〉における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、常
勤理事及び常勤監事をいいます。対象役員に対する報酬等は、職務
執行の対価として支払う「基本報酬」及び「賞与」、在任期間中の職務
執行及び特別功労の対価として退任時に支払う「退職金」で構成さ
れています。

（１）報酬体系の概要
【基本報酬】
　非常勤を含む全役員の基本報酬につきましては、理事の報酬を
理事会で、監事の報酬を監事会で、それぞれ総代会で認められている
総額の範囲内で決定しています。

【賞与】
　役員賞与は、当該役員賞与の対象となる会計期間中の総代会に
おいてあらかじめ総枠についての決議を行い、その総枠の範囲内で、
会計期間終了後の理事会及び監事会で決議しています。

【退職金】
　退職金につきましては、在任期間中に毎期引当金を計上し、退任時
に総代会で承認を得た後、支払っています。
　なお、〈にっしん〉では、全役員に適用される退職金の支払いに関し
て、主として次の事項を規定で定めています。
　①役員退職金：退職した場合
　②退職弔意金：在職中に死亡した場合
　③退職金の算定：在任期間に応じた支給率

（2）2021年度における対象役員に対する報酬等の支払総額

　〈にっしん〉における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、
〈にっしん〉の非常勤役員、〈にっしん〉の職員、〈にっしん〉の主要な連結
子法人等の役職員であって、対象役員が受ける報酬等と同等額以上
の報酬等を受ける者のうち、〈にっしん〉の業務及び財産の状況に重
要な影響を与える者をいいます。
　なお、2021年度において、対象職員等に該当する者はいません
でした。

　対象役員に該当する理事は9名、監事は1名です。（期中に退任した役員を含む）。
　左記の内訳は、「基本報酬」156百万円、「賞与」48百万円、「退職金」42百万円と
なっています。
　なお、「賞与」は当年度中に支払った賞与のうち当年度に帰属する部分の金額（過年
度に計上した未払費用を除く）と当年度に計上した未払費用の合計額です。
　「退職金」は、当年度に帰属する部分の金額（過年度に繰り入れた引当金分を除く）と
当年度に繰り入れた役員退職慰労引当金の合計額です。
　使用人兼務役員の使用人としての報酬等を含めています。

（注）1．
2．

3．

　対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めています。
　「主要な連結子法人等」とは、〈にっしん〉の連結子法人等のうち、〈にっしん〉の連結
総資産に対して２％以上の資産を有する会社等をいいます。「なお、2021年度におい
ては、該当する会社はありませんでした。」
　「同等額」は 、2021年度に対象役員に支払った報酬等の平均額としています。
　2021年度において対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者は
いませんでした。 

（注）1．
2．

3．
4．

（3）その他
　「信用金庫法施行規則第132条第1項第6号等の規定に基づき、
報酬等に関する事項であって、信用金庫等の業務の運営又は財産の
状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの
を定める件」（平成24年3月29日付金融庁告示第22号）第2条第1
項第3号、第4号及び第6号並びに第3条第1項第3号、第4号及び第
6号に該当する事項はありませんでした。

（単位：百万円）

区　分
対象役員に対する報酬等

支払総額
２4６

  —— 21 21  ——



（単位：％）

割引率
長期期待運用収益率
退職給付見込額の期間配分方法
過去勤務費用の額の処理年数

数理計算上の差異の処理年数

会計基準変更時差異の処理年数

（1）
（2）
（3）
（4）

（5）

（6）

0.33
0.33

給付算定式基準 給付算定式基準

0.45
0.45

2020年度区　　　　　　分 2021年度

4．退職給付債務の計算の基礎に関する事項

摘　　　　　要

現在未認識過去勤務費用はありません。

現在未認識会計基準変更時差異はありません。

５年（発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数による定額法
により、翌期から損益処理する）

  ——  2222  ——




